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１　

支
払
督
促
の
申
立
て

民
事
訴
訟
法
で
い
う
「
督
促
手
続
」

は
、
書
面
の
審
査
だ
け
で
、
簡
易
裁
判

所
が
相
手
方
に
金
銭
等
の
支
払
を
命
ず

る
「
支
払
督
促
」
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
簡
易
、
迅
速
な
手
続
き
で
す
。

債
権
者
（
管
理
組
合
理
事
長
）
が
簡

易
裁
判
所
書
記
官
に
申
し
立
て
る
こ
と

に
よ
り
、
簡
易
裁
判
所
書
記
官
が
「
滞

納
者
」
を
審
尋
し
な
い
で
、
債
務
者
に

支
払
い
を
命
ず
る
手
続
き
で
す
。
た
だ

し
、
滞
納
者
が
異
議
の
申
立
て
を
す
れ

ば
通
常
の
訴
訟
に
移
行
し
ま
す
。

こ
の
手
続
き
は
、
少
な
い
費
用
で
、

短
時
間
に
簡
易
裁
判
所
書
記
官
か
ら
債

務
名
義
を
得
ら
れ
ま
す
。
証
拠
調
べ
を

行
わ
な
い
の
で
、
少
額
訴
訟
よ
り
簡
易

な
手
続
き
と
い
え
ま
す
。
し
か
も
、
請

求
で
き
る
金
額
に
上
限
も
あ
り
ま
せ

ん
。な

お
、
債
務
名
義
と
は
、
債
権
者
に

請
求
権
が
あ
る
こ
と
を
表
示
し
、
そ
れ

を
強
制
執
行
に
よ
り
実
現
で
き
る
こ

と
、
つ
ま
り
執
行
力
が
あ
る
こ
と
を
法

律
で
認
め
ら
れ
た
公
文
書
の
こ
と
で

す
。

支
払
督
促
手
続
の
流
れ

（
１
）
支
払
督
促
の
申
立
て

支
払
督
促
の
申
立
て
は
、
滞
納
者
の

普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
簡

易
裁
判
所
に
対
し
て
行
い
ま
す
。
管
理

規
約
に
合
意
管
轄
裁
判
所
の
規
定
が
あ

っ
て
も
だ
め
な
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、

債
務
者
が
異
議
申
立
て
を
し
た
場
合

は
、
管
理
規
約
に
指
定
さ
れ
た
裁
判
所

に
な
り
ま
す
（
申
立
て
必
要
）。

（
２
）
支
払
督
促
正
本
の
送
達

申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
と
、
滞
納
者

に
送
達
さ
れ
ま
す
。

（
３
）
仮
執
行
宣
言
付
支
払
督
促

滞
納
者
か
ら
異
議
の
申
立
て
が
な
け

れ
ば
仮
執
行
宣
言
の
申
立
て
が
で
き
、

こ
れ
に
基
づ
き
、
簡
易
裁
判
所
が
支
払

督
促
を
滞
納
者
に
対
し
て
送
達
し
、
滞

納
者
か
ら
異
議
が
な
け
れ
ば
支
払
督
促

が
確
定
し
ま
す
。

（
４
）
強
制
執
行

支
払
督
促
が
確
定
す
る
と
判
決
と
同

じ
で
、
滞
納
者
に
対
し
て
強
制
執
行
の

手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２　

少
額
訴
訟
制
度

少
額
で
、
し
か
も
複
雑
で
な
い
事
例

の
場
合
は
、
簡
便
な
「
少
額
訴
訟
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。
平
成
10
年
１
月
に

施
行
さ
れ
た
制
度
で
す
。
当
初
は
、
30

万
円
以
下
の
金
銭
請
求
事
件
を
対
象
と

し
ま
し
た
が
、
平
成
16
年
４
月
か
ら
60

万
円
以
下
に
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

訴
状
は
簡
易
裁
判
所
の
窓
口
に
あ

り
、
簡
単
に
記
入
で
き
ま
す
。

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

①　

60
万
円
以
下
の
金
銭
請
求
事
件
で

あ
る
こ
と
。

②　

原
則
と
し
て
、
滞
納
者
の
住
所
地

を
管
轄
す
る
簡
易
裁
判
所
に
訴
状
を

提
出
し
ま
す
。
管
理
規
約
に
合
意
管

轄
裁
判
所
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
そ

れ
に
よ
り
ま
す
。

③　

１
回
の
期
日
で
審
議
を
終
了
し
、

口
頭
弁
論
終
結
後
直
ち
に
判
決
が
言

い
渡
さ
れ
ま
す
。
証
拠
調
べ
も
、
証

人
尋
問
も
そ
の
日
の
う
ち
に
行
わ
れ

判
決
が
出
ま
す
。

④　

少
額
訴
訟
手
続
の
利
用
回
数
に
は

一
定
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

⑤　

滞
納
者
が
少
額
訴
訟
に
よ
る
審
議

を
拒
否
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

少
額
訴
訟
で
良
い
か
通
常
の
訴
訟
に

す
る
か
、
相
手
方
（
滞
納
者
）
に
選

ぶ
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑥　

申
立
手
数
料
は
、
訴
訟
額
の
１
％

の
ほ
か
、
郵
便
切
手
代
程
度
と
安
く

上
が
り
ま
す
。

⑦　

滞
納
者
か
ら
適
法
な
異
議
の
申
立

て
が
あ
る
と
、
少
額
訴
訟
の
判
決
の

言
い
渡
し
を
し
た
簡
易
裁
判
所
で
、

通
常
の
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
審
議
さ

れ
ま
す
。

⑧　

裁
判
所
は
、
原
告
の
請
求
を
認
容

す
る
判
決
で
、
支
払
猶
予
、
分
割
支

払
、
訴
え
提
起
後
の
遅
延
損
害
金
の

支
払
義
務
の
免
除
等
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

３　

訴　

訟

（
１
）
訴
え
の
提
起

滞
納
額
が
１
４
０
万
円
ま
で
は
簡
易

裁
判
所
、
そ
れ
以
上
は
地
方
裁
判
所
に

な
り
ま
す
。
滞
納
者
が
争
う
姿
勢
の
場

合
は
通
常
の
訴
訟
を
準
備
し
ま
す
。

（
２
）
強
制
執
行

滞
納
者
の
財
産
を
競
売
し
、
そ
の
売

買
代
金
か
ら
配
当
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

①　

不
動
産
の
競
売
と
い
っ
て
も
、
抵

当
権
者
が
居
る
場
合
や
税
金
の
滞
納

が
あ
る
場
合
は
、
競
売
に
よ
る
配
当

を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②　

動
産
等
の
競
売
に
よ
る
滞
納
額
の

回
収
は
期
待
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

③　

そ
の
他
の
強
制
的
回
収
方
法
と
し

て
は
、
滞
納
者
の
給
料
の
差
押
え
、

家
賃
収
入
を
得
て
い
る
場
合
は
そ
の

家
賃
の
差
押
え
等
が
あ
り
ま
す
。

４　

配
当
請
求

金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
で

既
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
財
産
か
ら
弁

済
を
受
け
る
方
法
で
す
。
こ
の
制
度

も
、
不
動
産
の
資
産
価
値
に
対
し
て
、

金
銭
債
権
（
例
え
ば
住
宅
ロ
ー
ン
等
）

が
大
き
い
こ
と
が
多
く
、
配
当
額
が
な

い
事
例
が
多
い
よ
う
で
す
。

５　
訴
訟
手
続
等
を
行
う
場
合
の
注
意

①　

管
理
規
約
の
定
め
、
ま
た
は
集
会

決
議

　
　

管
理
規
約
に
管
理
者
（
管
理
組
合

理
事
長
）
が
原
告
又
は
被
告
に
な
る

旨
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
集
会
決

議
で
理
事
長
が
債
権
者
で
あ
る
区
分

所
有
者
の
た
め
に
法
的
手
続
を
行
う

こ
と
を
決
め
る
の
が
原
則
で
す
。

②　

相
手
方
の
資
力
を
チ
ェ
ッ
ク

　
　

勝
訴
判
決
を
も
ら
っ
て
も
、
滞
納

者
に
財
産
が
な
け
れ
ば
、
判
決
を
も

と
に
強
制
執
行
し
て
も
滞
納
額
を
回

収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
法
的

措
置
を
と
る
場
合
は
、
こ
の
点
を
事

前
に
チ
ェッ
ク
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

以
上
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
知
識

３
改
訂
」
６
６
９
頁
以
下
を
参
照

　

前
回
は
、「
収
納
シ
ス
テ
ム
と
未
納
請
求
手
続
」
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

今
回
は
、
未
納
請
求
の
法
的
な
手
続
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

管
理
費
等
滞
納
者
に
対
す
る
対
応
策（
下
）

マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
総
合
研
究
所
専
務
理
事　

久
保　

泰
男


